
2025/11/12

1

マイナ保険証をめぐる情勢と

国保改善運動の展望
2025年11月１５日(土)

神奈川自治労連 神田敏史

８月の被保険者証一斉更新について
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最後の紙保険証 2025.8
2024.12.2
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改正法施行前最後に発行した短期証の有効期限をもって終了

改正法施行前最後に発行した資格証明書の

有効期限をもって終了（最大１年）

2025.12.2 2026.8

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ 2026 ỉ Ṗ
8

マイナ保険者証等の移行について

4

資格情報のお知らせと資格確認証の発行

12月２日現在有効な保険者を所有する者は、その証の有効期限が切れた時、或いは2025
年12月２日のどちらか早い時期に発行される。市町村国保や後期高齢者医療制度では、有
効期限が2025年7月末であることから、2025年6月あるいは7月に、マイナ保険証保有者
には「資格情報のお知らせ」が、それ以外には「資格確認証」が送付された。
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交付対象者
ỏ ḦᶹḒ

様式の規格
ỏ Ａ４サイズ（右下をマイナンバーカード

と持ち歩けるよう切り取り様式有）
ỏ ᶎ ᶆּס

有効期限
ỏ 70 ∙ ᶍ ֩ ֪ᶎ ᴳ

֩ ᶍᵾᶠ֪
ỏ ᶧᶩᶡ ᶍ ᵣ

ᶍᵡᶪ ᴲḦḳ ᶡ ᶡּסᴳ
発送方法
ỏ ᶆ סּ ᶇᵶᶅᵣᶪᴳ
ỏ ╗ ᶍ ᴲ ᶊᵆ

ᶍᵩ ᶨᵺᵇ ᶇᵆ ᵇ
ᵫ ᵸᶪ ᶎᴲ ꞌּס ᶉ ᶎ
その他
ỏ ᵶᵾ ᶎ ᵶ ᶊᶧᶩ
ỏ נּ ᶊ ᶎ

資格情報のお知らせ発行について

6

交付対象者（申請者交付対象者含む）
ỏ ḦᶹḒḻḘᴻ᷀ᴻḑᶱ ᶂᶅᵣᶉᵣ ᴲ ᶱᵶᶅᵣᶉᵣ

＝中間サーバー等から確実に情報連携されることが前提であるが、タイ
ムラグ（月次処理で最大2月遅れ）及びバク（返還しても無反映）発生中

職権交付対象者
ỏ ḦᶹḒḻḘᴻ᷀ᴻḑᶱ ᶂᶅᵣᶉᵣ
ỏ ḦᶹḒḻḘᴻ᷀ᴻḑᶱ ᶂᶅᵣᶪᵫ ᶱᵶᶅᵣᶉᵣ
ỏ ḦᶹḒ ᶍ ᶱ ᵶᵾ ᴴ ᵶᵾ
ỏ ḦᶹḒḻḘᴻ᷀ᴻḑᶍ ᶍ ᶫᶍ
ỏ マイナンバーカードを返納した方
ỏ DV ᶉᶈᶆḦᶹḒḥᴻḇḳᶣ═ ᶆ ᵫⱣ ᶆᵬ

ᶉᵣ ᶱᵴᶫᶅᵣᶪ
ỏ ᶊᶧᶩ ᵫ ᵴᶫᵾ ᶍ ᶆᴲ ᶱ

ᵸᶪ

資格確認証（紙の保険証）の交付について

ᶱ ᶠᵾ ᶊᶎᴲᴂ ᶇ ╗ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶅ ᶎ╗ ᶍ
ᵫ 36 ᶊ ᵸᶪ Þ֩ḦᶹḒ ᶆᶍ ֪ɵ ᵰᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣ

ᶊᵡᶪᶇᵬb ᶎ ᶊᶧᶩ ᵸᶪᶇᵡᶪGこの「電子資格確認を受けることができない状況」につい
て、厚生労働省は「被保険者の個々の事情で保険者が判断」するとしている。従って、保険者において
「マイナ保険証を利用できないやむを得ない事情がある」と判断すれば申請または職権での発行は可能。
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有効期限
ỏ ᶎ ᵶᵮᶎ ᴳ ᶎ 5

記載事項
ỏ Ú Ú

発送方法
ỏ ⌐ ᶝᵾᶎ

様式の規格
ỏ ᶍ ᶇ ֩ ֪

資格確認証（紙の保険証）の情報内容について

保険給付を行うための資格確認の新たな仕組み
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(ẑ)

※ 高齢者・障害者等、第三者が通院介助等を行う必要があるなど、自身でマイナ保険証を利用することが困難な者

10

マイナ保険証の利用率は国民の3割に過ぎない
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自治体と医療機関等をつなぐ情報連携基盤PublicMedicalHub(PMH)）
によるマイナンバーカードを活用した医療分野のデジタル化の取組

12

医療費助成のオンライン資格確認：都道府県別の市区町村の参加状況
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マイナ保険証発行における課題について

13
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ḲR5.4

被保険者資格申立書
（1の部分は大規模災害時に使用される場合がある。）

16

請求保険者が見当たらない不詳レセプトの発生

ù ḴḃḟḐᶎƎӡḦᶹḒ ᶍ ᶊƎ ᶨᵪᶍךּ ᶆḦᶹḒ ᶆ ᶆᵬᶉᵪᶂᵾ ᶆ
ᵡᶂᶅᴲχ ᶃ ӢƎḦᶹḒḥᴻḇḳ ᴴ ᶍᵩ ᶨᵺᴴ ᶍ ᶆᶡ ᵫ ᶆᵬᶉᵪᶂᵾ

ᶊᴲ ᶍ ᶇᵶᶅ ᶊᴂ ᵇɵ ᵶᵾ ᶆ ᵴᶫᶪḴḃḟḐG

ùᵲᶍ ḴḃḟḐᶊᶃᵣᶅᶎƎḦᶹḒ ᶍ ᶡ ᶟ ᶆƎ ᶍ ᶎ ᵶᵾGנּ ḦᶹḒ
ᶱ ᵶᶅᶉᵪᶂᵾ ᶡ ᶠƎ ḴḃḟḐᶇᵶᶅ ᵸᶪ᷆ᴻḁᶆᶎᶉᵣᶡᶍᶡ ᵰᶨᶫᵾG

ù ᴲ ḴḃḟḐᶍ ᶊ ᵸᶪ ≥ ᶱ ᵶƎ ᶍ ᶱ ᶠᵾ ᶍ ᶱטּ ᶂᶅᵣᵮG
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黒丸文字●の発生

ù═ ᵰ ᷊ᴻḘᴻᶊ
ᵴᶫᶅᵣᶪ1.2+ ᶍּנ ᶍᵥᶀᴲ

550 4֩.4ð ᶍּ֪נ ᶍ ᶆ ═Ǝ

ᶍḴḃ᷈ḻᶣḦᶹḒḥᴻḇḳᶆ
ᵶᵾᶇᵬᶊ ᶊᶉᶪ ᵫ ᶝᶫᶅ

ᵣᶪᴳ
ù ᶍᶝᶝᶆᶡḴḃḟḐ ᵫּס

ᶆᵡᶪᵲᶇᶱ ᶠᶅ ᵸᶪᶚᵪƎ
᷿ḁḎḨᶍ ᶍטּ ᶍ ᶆƎ

ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᶆᶡ
ᶍ ᵫטּ ᶟᵲᶇᶇ ᵺᶅƎ

᷊ᴻḘᴻᶆ⅛ᵧᶪ ᶱ ᵱᶃᶃƎ
ᶆ ᵶᶅᵣᶪ ᶱ ᶊ ᵬ
ᵧᶪᵲᶇᶆƎ ᶆ ᵴᶫᶪ ᶱ
ᵴᵺᶅᵣᵮᵲᶇᶊᶉᶪG

黒丸文●を解消するための対応について
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厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療介護連携政策課連名事務連絡

「医療保険者等に対するマイナ保険証の利用登録状況及びマイナンバーカードの電子証明書の有効

期限の情報連携について」

● 医療保険者等が被保険者等のマイナ保険証の利用登録状況や、マイナンバーカードの電子証明書

の有効期限の状況を確認できるようにするため、医療保険者等に対して医療保険者等向け中間サー

バー（以下「中間サーバー」という。）を経由して、これらの情報が記載された「初回登録・有効期限状況

一覧ファイル」が送付されます。

● 12月2日に提供される「初回登録・有効期限状況一覧ファイル」は、10 月25 日21 時時点の全

加入者のマイナ保険証の利用登録状況やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限の情報が記載

されます。

資格確認書発行対象者情報提供の漏れ（その１）

保険者が確認できるマイナ保険証登録状況は、月次処理で、前々月の月末の状況
であり、資格確認書発行対象者が漏れる可能性がある。

20

● マイナ保険証の利用登録状況は、３月末日時点でマイナンバーカードの電子証明書が失効済み

（有効期限切れの場合を除き、有効期限内に証明書の効力を失ったものをいう。）となっており、そ

れ以降６月末までの間に電子証明書の更新（再発行）の手続がなされなかった加入者は、利用登録

が解除された（職権）状態で医療保険者等に連携されます。

● しかし、４月以降マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れる加入者については、そ

のまま７月末日までに電子証明書の更新（再発行）が行われない場合には、8月以降利用登録は職

権で解除され、初回登録解除区分が「２：職権により解除（有効期限から一定期間経過）」と設定さ

れて医療保険者等に連携されますが、その時点では「資格確認書」は発行されていません。

● マイナンバーカードの返納があった場合については、情報連携や医療保険者等への手続なく

マイナンバーカードの利用ができなくなります。この場合、市町村国保を除き資格確認証も発行さ

れないため、一時的に「無保険状態」が生まれます。

資格確認書発行対象者情報提供の漏れ（その２）

マイナ保険証機能を有するマイナンバーカードを返戻しても、提供されるデー
タでは「マイナ保険証保有」となる可能性がある。
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マイナ保険証の利用登録解除について

21

22

申請書に記載のうえ、医療保険者へ申請

10月28日

➢国保中央会・支払基金等から保険者に機能リリース

が10月下旬に行われた。

任意様式（厚生労働省事務連絡の参考様式を活用）

マイナ保険証の利用登録解除について

申請に基づき保険者が登録入力した翌月の末

➢10月末に申請・登録が行われた場合11月末。11月

に申請登録が行われた場合は12月末となる。
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マイナバーカード紐付け登録解除について

「マイナ保険証」と「資格確認証」を
両方もつ手続きについて

24
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福祉施設入所者等などマイナ保険証を保有する者に
対する資格確認証発行申請について

要配慮者に係る「資格確認書」の申請について
介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする

必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受
診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続
きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受け
ることができます。
なお、親族等の法定代理人のほか、介助者なども代理申請が可能
となります。
また、厚生労働省は、高齢者施設・障害者施設等において、施設
等の職員から施設利用者に、資格確認書の交付申請希望等をあら
かじめ確認した上で、施設等で医療保険者に代理申請いただくこ
とも可能としております。
※ 被用者保険（会社の健康保険組合や全国健康保険協会（協会け
んぽ）、共済組合など）に加入されている方の取扱いにつきまして
は、加入されている健康保険組合等にご確認ください。

神奈川県HPから

マイナンバーカード所持に不安がある場合など

「資格確認書」の申請について

要配慮者以外にも、「電子資格確認を受けることができない状
況」について、厚生労働省は「被保険者の個々の事情で保険者が判
断」する場合は、「資格確認証」を交付することができるとしていま
す。（国民健康保険法第９条第２項）
申請する場合は、申請書の申請理由にある「その他」を使うこと
になります。
厚生労働省は「念のために取得したい」ということは理由として
認めないとしていますが、個別の事情を具体的に申し出て、保険者
がそれを認めれば、交付を受けることができます。
また、マイナ保険証の電子証明が切れた場合に発行される場合
を除き、いったん「資格確認証」が出されると、次の更新時にも「資
格確認証」が発行されることになります。
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経過措置（保険証とマイナ保険証の共存）
について

27

2026年３月末まで紙の被保険者証が使える（その１）

国保や後期高齢者医療制度で従来の紙の被保険者証から「マイナ保険証」「資格確認証」に切

替わる2025年８月を前に、6月27日付け厚生労働省保険局医療課、厚生労働省保険局医療

介護連携政策課連名事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資

料の送付について」で、実質的に有効期限の切れた紙の被保険者証を2026年3月末まで認めるとした。
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2026年３月末まで紙の被保険者証が使える（その２）

後期高齢者医療制度は当分職権で資格確認証を発行
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後期高齢者医療制度では、2026年７月末まで
全員に資格確認証が職権で交付（4月3日社会保障審議会医療保険部会）

資格確認証職権交付の背景に窓口の混乱
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年齢階層別マイナ保険証利用率

資格証明書と短期被保険者証の廃止
事前通知による特別療養費の支給

34
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資格証明書と短期被保険者証の廃止後の滞納者対策をどうするか

マイナ保険証への一体化の法施行に伴い、2024年12月2日以降は、新規の資格証明書と短
期被保険者証の発行はできなくなりますが、資格証明書にかわり「資格証明書なしの10割負
担＝特別療養費制度」がスタートします。従来の資格証明書発行は「滞納者との接触の機
会」を設ける手段でしたが、特別療養費制度は「医療給付を差止める」手段であり性格が異
なります。医療が必要な人が「窓口負担を支払えず」医療を受けることができなくならない
ように、「特別療養費制度」への移行の前に、市町村として十分に「滞納者との接触の機
会」を作っていくことが求められています。

厚生労働省は資格確認証交付者に
対し返還を求め、特別療養費対応
の資格確認書を発行する省令改正
を行いました。これまで資格証明
書発行にむけた保険証返還は、不
利益処分として国保法第9条第3項
明記されていましたが、改正後の
国保法には規定がありません。

36

◆特別療養費支給及び事前通知について（法第53条の３）

ᵫᴲ ᶊ ᵶᶅᴲ ֩ ֪ᶍ ᵪᶨ ᵫ ᵸᶪᶝᶆᶍ

ᶊᴲ ֩ ֪ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶂᵾᶊᶡᵪᵪᶮᶨᵹᴲ ᵫ ֩ ֪ᶱ

ᵶᶉᵣ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ֩ ֪ᶍ ᶊᶃᵬᵼᶍ ᶍ ᶍ ᵫᵡᶪᶇ

ᶠᶨᶫᶪ ᶱ ᵬƎ ᶍ ᶊ ᵧᶅᴲ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶇᵶᶅᵣᶪᴳ

◆保険料（税）の納付に資する取組の実施（施行規則第27条の４の４）

ᴴ ᶊ ֩ ֪ᶍ ᶍᵾᶠᶍ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᴳ

ᴴ ᴲ ᶊᶧᶩ ᵶᶅᵣᶪ ֩ ֪ᶍ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᴳ

ᴴ ᴲ ᶊᵩᵣᶅ ᵶᶅᵣᶪ ֩ ֪ᶍ ᶊ ᶪ ᶊꞌᵷᶪ ᶱ ᵰᶪᵲᶇᴳ

ỏ ᶍ ᶎᴲ ᶆ ᶠᵫᶉᵣᴳ

Ỉ ị 20 0920 ể
ṕ Ṗ

特別療養費支給と事前通知について
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37

Ẋ

ᴴ ᶒ ᶊ ᶪ

ᴴ ᶍ ᵫᵡᶪ ᶊᶎ ᶗ ᵰ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ ᶒᵼᶍ

ᴴ ᶍ ᵫᶉᵣᶊᶡᵪᵪᶮᶨᵹ ᶱ╥ᵬ ᵬ ᵸᶪ ᴲ ᶱ ᵸᶪ

ᵫᵡᶪ

ᴴ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶱ ᵰᶪ ᶒ ᶍ

 

ỏ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᶍ ᶎ ᶇᶍ ᶉ ᶱ ᵸᶪ

ᵪᶨ 概Ǝね３か月に１回の頻度で行い事前通知を行う日の前３月間においては、概ね

毎月送するといった対応が考えられること。」とされている。

ỏ ᶊᵩᵣᶅ ᴲ ᶇ ᶍ ᶍᶡᶍᶱ ᵶᶅᵣᶪᵫᴲ ᶍ

ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶪᶡᶍᶆᵡᶫᶏᴲ ᶇ ᶊ ᶱ ᵸᶪ ᶎᶉᵣᶇᵴ

ᶫᶅᵣᶪᴳᴳ

事前通知を出す前の納付勧奨通知について

38

◆資格確認書の返還（施行規則第27条の５の２）

ᴴ ᶎᴲ ᶊ ᵶᶅ ᶍ ᶇᶉᶪ ᶊ ᶪ ᶍ ᶱ ᶠᶪ ᶱ

ᵸᶪᴳ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᶎᴲ ᶍ ᶍ ᵪᶨ10ᶊᶧᶪ ᶱ ᵸᶪᴳ

ỏ ᶍ ᶎᴲ ᶆ ᶠᵫᶉᵣᴳ

֩ᵲᶫᶝᶆᶍ ᶇ ᶍ ᶇᵸᶪ֪

◆事前通知の記載事項（施行規則第27条の５の３）

ᶊᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ

ᴴ 54 ᶍ ᶎ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶱ ᵸᶪ ᶒᵼᶍ ᶍ

ᴴ ᶍ

ỏ ᶍ ᶎ 12 22 ᶊ ᵡᶩ  G

ỏ 91 ᶊ ᵸᶪᵆ ᶊ ᵸᶪ ᵇᶆᵡᶩᴲ ᶆᶍ ᶇᶉᶪᴳ

 82 ᶍ ᶊ ᶄᵬᴲ ᶊᶃᵬ ᶅᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪ

ᶒᶊ ᶅᶱᵸᶘᵬ ᶒ ᶅᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪ ᶱ ᵸᶪ ᵫᵡᶪᴳ

資格確認証の場合の返還と事前通知について
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● 対象世帯

ア 【納期が〇〇期以上又は滞納額の合計が〇〇円以上】あり、「特別の事情」（国民健康保険法

施行令第2８条の６）がなく、納付勧奨等の取組を行ってもなお、1年間滞納している世帯

イ １年間が経過しない場合においても、特別療養費を支給すべきと判断する世帯

⇒ 「特別な事情」の範囲をどうするか。整理しておく必要がある。

● 対象除外（国民健康保険法第54条の３）とされる者

ア 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある被保険者

イ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けている者

ウ 省令第27条の４の２に規定する医療に関する給付を受けている者

⇒ ウの規定は国費の公費負担医療であるが、これに準じて小児医療やひとり親医療費助成、

障害者医療費助成など市区町村で実施する公費負担医療も規定することが考えられる。

特別療養費の対象世帯と手続きについて

54 ễ ể ṕ Ṗ

40

◆特別の事情の有無等の確認

ᴴ特別の事情について保険料滞納世帯主等に対して届出を求める必要があるが、届出しやすくする工

夫或いは届出無しに市町村で特別の事情を把握することを可能にする取扱いを設けることが必要。

（施行令第28条の６に規定される特別の事情）

ᶷ ᵫᵼᶍ ᶊᶃᵬ ᶱ ᵰᴲ ᶎ ᶊᵪᵪᶂᵾᵲᶇ

ᶹ ᶎᵼᶍ ᶇ ᶱ╗ᶊᵸᶪ ᵫ ᶊᵪᵪᶩᴲ ᶎ ᵶᵾᵲᶇᴳ

ᶻ ᵫᵼᶍ ᶱ ᵶᴲ ᶎ ᵶᵾᵲᶇᴳ

ᶽ ᵫᵼᶍ ᶊᶃᵬ ᵶᵣ ᶱ ᵰᵾᵲᶇᴳ

ᶿ ᵲᶫᶨᶊ ᵸᶪ ᵫᵡᶂᵾᵲᶇᴳ

◆弁明の機会の付与

ᴴ ᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ⅜ ᵸᶪᵲᶇ֩ 13 ᶒ 29 ᵪᶨ 31 ֪

ᴴ ᶝᶆᶊ ᵴᶫᶉᵣ ᴲ ᶊᶧᶂᶅᶡ ᶎ ᶆᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶎᴲ

ᶱ ᵥᴳỏ ᶍ ᶍ ᶍ ᶎᴲ ᶆ ᶠᵫᶉᵣᴳ

Ĥ これまでの被保険者証返還請求等予告通知と同様の内容とすることが考えられる。

特別の事情の確認と弁明の機会の付与
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ù ═ ᶱ ᵰᶪ ᵫ ᵷᴲᵪᶃᴲ═ ᶊ ᵸᶪ═ ᶍ╗ ᵣᵫ ᶆᵡᶪ ᶍ ᴳ

ă ᶍ ֩ ֪ᶆᶎᵆ ᵫ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶊ ᵸᶪ ᵫ

═ ᶱ ᵰᶪ ᵫ ᵷᴲᵪᶃᴲ═ ᶊ ᵸᶪ═ ᶍ╗ ᵣᵫ ᶆᵡᶪ ᶍ ᵶ ᴴᴴᴴᶱ ᶂᵾ

ᶊᶎᴲ ᶎ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣ ᶉ ᶊ ᵹᶪ ᶊᵡᶪᶇ ᵧᶨᶫᶪᴳᵇ

ᶇᵶᶅᵣᶪᵲᶇᵪᶨᴲ ᶆᶡ ᶊᵸᶪ ᵫᵡᶩᶝᵸᴳ

ù ᶍ ᶒ ᶍ ᶊ ᵸᶪ═ ᶊ ᵸᶪ ᶆ ᵸᶪ ᶊᶩ ᶎ

ᶩ ᵶᵾ ᶫᵫᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪᵲᶇᴳ

ă ᶹḻḝḳᶽḻ᷾ᶣ ᷈ḵḒᶻᶹḳḁᶊᶧᶪ ᶍ ᵶᵾ ᶊᴲ ᶎ ᶍ

ᶆᶡ ᶇᵶᶉᵣᶧᵥ ᵶᶅᵣᶪᵲᶇᶱ ᶝᵧᵾ ꞌᴳ

「特別の事情」と見なす対象の例（その１）

28 Ỉ

42

  ù ᶍ ☺ᶊᶧᶂᶅ ᵸᶪᶝᶆ ᶍ ᶱ ᵸᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶆᵡᶪᵲᶇᴳ

  ù ᶊ ᵸᶪ ᶇᶉᶪ ᶱ ᶂᵾᵲᶇᴳ

ù ᶱ ᶂᵾ ᴲוֹ 153 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊ ᵸᶪᶇ ᵴᶫᵾᵲᶇᴳ

ù 77 ᶊᶧᶪ ᶎ ᴲ 151 ᶎ 151 ᶍ ᶊᶧᶪ לּ ᵫ

ᶮᶫᴲ ᶊᶧᶪ ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶪᵲᶇᴳ

ù ᶊᵪᵪᶮᶨᵹ ᵫ ᵶᵮ ᵶᴲ ᵊ ᴴ ᵋɵ ╗ ᵶᶅ ᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩ ᶍ┐ ᵫ

ᶇᶉᶪᵲᶇᴳ

ù ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᵊ ᴴ ᶍɛ ᵫ ᶎ ᶇᶉᶂᵾᵲᶇᴳ

「特別の事情」と見なす対象の例（その２）

28 Ỉ
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なぜマイナンバーカードと保険証の
一体化は必要なのか

43

マイナ保険証とすると得られるメリット

政府は12月2日を前に、国民に不安を与える「保険証が廃止される」という表現を広報媒体等に
使わないように都道府県、市町村、医療保険者に依頼する通知を発しました。しかし、あわせて、
マイナ保険証の普及に向け、次のメリットを引き続きあげています。しかし、そのメリットは「マイ
ナ保険証」で得られるものではなく「オンライン資格確認制度」で得られるものです。
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オンライン資格制度の導入理由

オンライン資格確認制度は、保険医療機関と医療保険者の事務処理負担の軽減と効率化を理由に
2017年度に検討協議会が設置され、2018年度社会保障審議会で方向性が確認開始された。

オンライン資格確認システムについて
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オンライン資格確認システム利用をマイナ保険証に限定する改修

オンライン資格確認システムの開発において、当初はマイナ保険証がなくても本人確認ができ
れば診療情報や投薬情報、健診情報の入手を医療機関は可能としていましたが、途中からマイナ
保険証のみに限定する改修を実施。現行災害時はマイナ保険証がなくても閲覧可能となっている
が、明らかにマイナ保険証を普及のためにシステムの設計変更を厚生労働省は行っている。
下のものは、オンライン資格確認システム開発に際しベンダー向けに厚生労働省が示した図

48

マイナ保険証のための費用は莫大だが課題は解決していない

東京新聞の記事から抜粋

ḦᶹḒ ᶍ ᶍᵾᶠ ᵫ2014 ¿24 ᶊ ᵷᵾ8879 +ⱦᶍᵥᶀᴲ ᶍ

ᶊ ᶂᶅ ᵶᵾ ᶎ388 +ⱦᶊ ᶂᶅᵣᵾᴳ

ù ᵮᶎᴲ ᶮᶩᶇᶉᶪᵆ ᵇ ᶍ ᵿᶂᵾᴳ ᶍ ᶆ ᵷ

ᶪḦᶹḒ ᶍ ᶱᶔᵴᵯᵾᶠᶊᴲ ᶍ ᵫ ᵷᶨᶫᶅᵣᵾᴳ388 +ⱦᶎᴲ

ᵫ2022 2Ǝ3 ᶍ ᶊ ᵶᶅᵣᵾᴳᵲᶍᵥᶀ7 ᶍ281 +ⱦᵫᴲ

ᶊ ᶮᶪ ᵿᶂᵾᴳ ᶎᴲ ᶱ ᵶᶅᶡ ᵫ ᵰᶨᶫᶪᶧᵥᶊᴲḦᶹḒ

ᶱ ᶂᶅᵣᶉᵣ ᵸᶘᶅᶊ ᶱ ᶆ ᵸᶪᶇᵶᶅᵣᶪ2G81 +ⱦᶍ ᵮ

ᶎᴲ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᵫ᷿ḁḎḨᶱ ᵸᶪᶍᶊ ᵫ ᵶᵾ ᵿᴳ

ù ᶪ107 +ⱦᶎᴲᵆ ᶍᵩ ᶨᵺᵇᶇᵣᵥ ᶱ ᵾᶊ ᵸᶪᵾᶠᶍ᷈ḁḐᴳ

ᶉᶈᶍ ᵫᴲḦᶹḒ ᶱ ᶂᶅᵣᶪ ᶨᶊ ᶪ ᶱ ᵫ ᵶᵾᴳᵲᶍ ᶡᴲ

ḦᶹḒ ᶍ ᶱ ᵥᵾᶠᶊ ᵫ ᵾᶊ ᶂᵾᶡᶍᵿᴳḦᶹḒḻḘᴻ᷀ᴻḑᶍ ᶊᶎᴲ

נּ ᵸᶪ ᶍ ᶉᶈ ᶍ ᵫᶉᵣᴳ᷀ᴻḑḲᴻḈᴻᶊᵪᵵᵶᶅ ᶱ ᶞ ᶪᴳ

ᶇᵲᶬᵫᴲ᷀ᴻḑḲᴻḈᴻᶎ ᶆ ᶞ ᶫᶉᵣᵲᶇᵫᵡᶪᴳ ᶊᶎ ᵧᶉᵣᴳᵲᵥᵶ

ᵾḐḱḞḳ ᴲ ᶍ ᶇᵶᶅ ᶂᵾᶍᵫ ᶍᵩ ᶨᵺᵿᴳ



2025/11/12

25

マイナ保険証発行に対する自治体の課題
～紙の保険証とマイナ保険証の共存～

49

マイナンバーカード保険証利用による保険証廃止の問題点

2025年12月に保険証廃止を盛り込んだマイナンバー法等の一部改正だが、特定健診や診療
薬剤情報との連携開示をはじめとするオンライン資格確認システムが不具合をきたし、保険証
廃止による問題点が明らかになる。デジタル庁、総務省、厚生労働省による課題解決にむけた
検討が行われ、医療保険者、市町村を巻き込んだ総点検作業が複数回行われているが、完全に
問題点は解消されていない。特に、政府として行うとした医療機関システムベンダーへの改修
指導は不完全で、いまだ保険者情報と医療機関情報の不一致が生じる例が見られる。

● 取得選択が自由なマイナンバーカードを取得しない者、事情があって取得できていない高
齢者や障がい者、乳幼児等を公的医療制度から排除される。
● 「資格確認証明書」も申請を基本とし、漏れが生じる可能性がある。
● 「随時迅速に資格情報が反映される」オンライン資格確認システムが機能していない。

被保険者資格の取得・喪失の情報が、事業主都合等で正確かつ迅速には行われない。
国保では「保険証交付日」が「資格適用日」となり資格空白や重複が生じる。
高齢受給者証情報等（窓口負担割合や限度額認定証情報）が正しく反映されない。

● 中間サーバーデータ医療機関のレセプトコンピュータ―に正しく反映しない。
● 市町村実施の小児や母子、障がい者等への医療費助成事業等はオンライン資格確認では
対応不可しておらず、別途受給者証の交付と保険証資格突合の手間が発生する。
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保険証廃止に伴う混乱と新たに発生する地方負担を踏まえ、
資格確認書の全世帯職権発行を求める要望案

マイナンバー法成立時の付帯決議や様々な要望等を踏まえ、政府が令和5年8月8日にとりまと

めた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会報告」では、令和６年12月2日
の被保険者証の新規発行停止後、個人番号カードと被保険者証情報の紐付けを行っていない者に
は「資格確認書」を申請なしに職権で発行し、紐付けを行っている者には「資格情報のお知ら
せ」を発行するとしたところである。
この結果、国保被保険者全員にいずれかが発行されることとなるが、同一世帯においてマイナ

保険証所有者とマイナンバーカード未所得者、要配慮者等が混在している場合、様々な証（お知
らせが）送付され、混乱が生じることが考えられる。
特に、「資格情報のお知らせ」は、それ単体で資格を証明できる書類と誤認してしまう恐れが

あり、「資格確認書」も含め従前の被保険者証との違いが不明瞭となることから、被保険者や医
療機関からの保険者への問い合わせが増え負担が生じることが懸念されるところである。
こうしたことから、「資格確認証書」については、従来の「被保険者証」と同様に、職権によ

り全被保険者に送付することとし、「マイナ保険証」と「資格確認証」の共存する制度とするこ
と。
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